
育児介護休業法

改正のポイント

＜セミナー概要＞

・2025年4月、10月に段階的に施行される

改正内容とは？

・企業の改正に伴う対応のポイント

講師：甲斐 由規子（社会保険労務士）

2025年11月17日(月) 15:30 ～ 16:00
オンライン（Zoom）での開催
※参加URLは申込後お送りします。

ぎふ働き方改革推進支援センター
〒500-8847 岐阜市金宝町2-5 國井ビルディング5階
TEL：0120-226-311
Fax：058-201-2471
e-mail : gifu@workstylereform.net

＜セミナー参加の流れ＞
①下記の申込フォームにアクセスいただき、必要情報を入力して送信します。
②入力いただいたメールアドレスにZoomの参加用URLのメールが届きます。
③時刻になりましたら、参加用URLからセミナーをご視聴下さい。
※参加用URLのメールが届かない場合は、迷惑メール等の設定が働いている可能性もございます。
※そのほかセミナーに関してご不明な点ございましたら、ぎふ働き方改革推進支援センターまで
 お気軽にお問い合わせください。

お
申
込
は

こ
ち
ら

〈申込フォーム〉
https://form.run/@hatarakikata-gifu-w2GcqUK00QJpYapdBBZ5
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